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会長 後 藤 仁 哉  印 

 

 

公文書の一部開示決定に係る審査請求に対する諮問について（答申） 

 

令和元年７月４日付け松監第５３号をもって諮問のあった公文書一部開示決

定（以下「本件処分」という。）に対する審査請求（以下「本件審査請求」とい

う。）について、別紙のとおり答申する。 

 

 

  



１ 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

松戸市監査委員は、本件処分を取り消し、改めて開示決定等をすべきであ

る。 

 

２ 本件審査請求までの経過 

⑴ 審査請求人は令和元年５月７日付け公文書開示請求書により、「〇〇〇

〇弁護士やその所属する法律事務所に対して支出された金額、支出年月日、

支出の理由や目的等が分かる公文書一切、及び〇〇〇〇弁護士と松戸市や

松戸市監査委員や松戸市代表監査委員やそれらの出先機関や松戸市職員

等との関係がわかる文書一切。雇用関係、委託関係、委任関係、契約関係

なども含む。顧問契約のことがわかる文書、契約書、それらの交渉や経緯

がわかる文書、就任や退任の時期や理由がわかる文書、上記の添付書類、

上記の関連文書、上記の廃棄記録、上記に類する文書等々、とにかく全て。

ひろく解釈して御特定下さい。〇〇〇〇弁護士やその所属する法律事務所

への郵便に使用した郵便切手や郵便料金に係る公文書も含む。」（以下「開

示請求文書」という。）について、松戸市情報公開条例（平成１３年松戸市

条例第３０号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定により、本件公

文書の開示請求（以下「本件開示請求」という。）をした。 

⑵ 本件開示請求に対して、令和元年５月２１日付け公文書一部開示決定通

知書により、本件処分をした。 

⑶ 審査請求人は、本件処分を不服として、令和元年６月４日付け審査請求

書により、本件審査請求をした。 

⑷ 審査請求人は、令和元年７月２６日付け反論書を提出した。 

 

３ 本件審査請求の趣旨及び理由 

審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

⑴  趣旨 

本件処分を取り消して、請求対象文書をさらに特定したうえで、請求し

た情報は、原告の氏名、印影、電話番号、ＦＡＸ番号、自宅の住所、郵便

番号を除いて、全て開示するとの裁決を求める。 
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公益上の理由による裁量的開示を実施することを求める。 

⑵ 理由 

文書の探索が不十分であるか、または、対象文書を情報公開の適用除外

か解釈上の不存在と判断することが違法である。処分庁ないし担当課は、

従前、情報隠蔽を繰り返してきたことから、本件でも恣意的な除外を行っ

た蓋然性は高く、対象公文書が他に全く存在しないとは到底考えられない。 

本件非開示箇所は、原告の氏名、印影、電話番号、ＦＡＸ番号、自宅の

住所、郵便番号を除いて、いずれも、条例第７条第２号にも第３号アにも

第１０条第２項括弧書き「開示請求に係る公文書を保有していないとき」

にもその他の非開示事由にも全て該当しないか、たとえ該当したとしても、

開示を定めた条例第７条同号ただし書全てに該当する。 

たとえば、訴訟事件名については、公になっているものであれば第２号

ただし書アに該当する。また、松戸市の顧問弁護士である以上、顧問弁護

士としてふさわしい資質があることを裏付ける経歴として訴訟事件名につ

き説明責任があることから、同号ただし書アに該当する。訴訟事件名につ

いては、抽象的、概括的に記載され、また、専門性を基礎付けるアピール

として記載される性質のものであり、法律事務所のホームページ等で公表

している弁護士もいる。そのような性質の情報は、開示したとしても、正

当な利益を害するおそれがあるとは言えない。 

損害賠償請求訴訟や処分取消等請求訴訟といった訴訟事件名から、訴訟

記録を検索したり、閲覧請求したりすることはできないことから、訴訟事

件名は、当該個人の氏名や住所等を不開示としたうえであれば個人を識別

することができる情報には該当しない。 

郵送料に係る文書については、料金後納郵便であれば、郵便切手は使用

しないが郵送料は発生していることから、郵便切手に限定した判断は事実

上の不開示決定であり、違法である。また、郵送料については特定ができ

るはずである。ゆえに、条例第１０条第２項括弧書き「開示請求に係る公

文書を保有していないとき」に該当しない。 

本件処分には、氏名又は名称、住所、居所又は所在地、電話番号など原

告の何という情報が非開示とされたのかが明らかではなく、郵便切手につ

いてはなぜ存在しないのかが明らかではないことから、理由附記の点でも

不備があり、条例第１０条第２項及び第３項並びに松戸市行政手続条例（平



３ 

成８年松戸市条例第１６号）第８条各項及び第１４条第１項及び第３項に

違反する。 

 

４ 処分機関の説明要旨 

処分機関の説明は、おおむね次のとおりである。 

⑴ 趣旨 

本件審査請求を棄却することを求める。 

⑵ 理由 

 ア 非開示箇所について 

    審査請求人は、「〇〇〇〇弁護士やその所属する法律事務所に対して支

出された金額、支出年月日、支出の理由や目的等が分かる公文書一切、

及び〇〇〇〇弁護士と松戸市や松戸市監査委員や松戸市代表監査委員や

それらの出先機関や松戸市職員等との関係がわかる文書一切。〇〇〇〇

弁護士やその所属する法律事務所への郵便に使用した郵便切手や郵便料

金に係る公文書も含む。」の開示を求めており、市が特定した文書「訴訟

委任について」における非開示箇所について、条例第７条第２号又は第

３号に該当しないか、該当したとしても条例第７条ただし書全てに該当

するとの主張をしている。しかし、非開示箇所のうち、審査請求人が開

示を求めている原告氏名以外の訴訟事件名については、裁判所に掲示さ

れた開廷表や訴訟記録の閲覧制度を利用することで、特定の個人を特定

できるもの又は当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあるため、条例第７条２号又は第７条３号アに該当する。 

  イ 文書の不存在について 

    「〇〇〇〇弁護士やその所属する法律事務所に対して支出された金額、

支出年月日、支出の理由や目的等が分かる公文書一切。」及び「〇〇〇〇

弁護士やその所属する法律事務所への郵便に使用した郵便切手や郵便料

金に係る公文書。」については、〇〇〇〇弁護士やその所属する法律事務

所と訴訟代理人以外での委任契約等は締結しておらず、開示請求があっ

た時点で〇〇〇〇弁護士やその所属する法律事務所に対する費用の支出

はなく、郵送でのやりとりも行っていないため、審査請求人が主張する

郵送料は存在しない。したがって、条例第７条第２項に該当するため、

当該文書は不存在により非開示となる。 
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  ウ 審査請求人は様々な主張を展開しているが、先に述べたとおり、本件

処分は条例にのっとり適正に行われたものであるから、本件処分に、何

ら違法または不当な点はなく、取消しの必要はない。 

    なお、審査請求の趣旨の項に記載されている裁量的開示については、

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）

第７条の規定による裁量的開示を念頭に置いていると思われるが、条例

においてはこのような規定はなく、主張自体失当である。 

 

５ 審査会の判断 

本件処分に対する審査会の判断は、次のとおりである。 

⑴ 訴訟事件名について 

ア 処分庁は、民事訴訟事件の記録は「何人も」閲覧請求することができ

るとされていることから、訴訟事件名を知ることにより、当該閲覧制度

を利用して本件事件の訴訟記録を閲覧することが可能であり、当該訴訟

記録に記載された個人を特定できることとなることから、訴訟事件名は

特定の個人を識別することができるものとして、条例第７条第２号に該

当し、非開示としている。 

イ この点、事件番号は、各裁判所において事件を受理した場合に、当該

事件を受理した日の属する年の元号及び年数、当該事件の種類ごとに付

される記録符号並びに記録符号ごとに付される一連番号によって表示さ

れる識別番号であり、一つの裁判所において同一の事件番号が重複して

付されることはないから、当該事件が係属する裁判所名が判明している

場合、その事件番号が判明すれば、当該事件を特定することが可能であ

る。そして、個人を当事者とする裁判所で受理する事件においては、個

人又は法人の紛争につき、当事者又は関係者等の個人の様々な活動の内

容や状況等の内容が主張書面や書証又は人証としての供述等により訴訟

記録に記録されることとなるから、事件番号は、このような事件を識別

するための番号として、個人と関連性を有する情報といえる。そうする

と、事件番号は、「個人に関する情報」といえる。（平成３０年１２月２

０日 東京地方裁判所 平成３０年（行ウ）第２３３号 公文書部分公

開決定処分取消請求事件判決に同旨。） 

ウ もっとも、個人に関する情報といえるのは他の裁判記録を探索するこ
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とが可能となる事件番号に係る部分のみである。訴訟事件名については、

損害賠償請求事件などといった単なる抽象的な名称が付されているにす

ぎず、個人の名称等が付されている場合を除き、これをもって裁判記録

を探索し、個人を特定するに至るものではない。とすると、訴訟事件名

は個人に関する情報には該当せず、非開示の対象とはならないと解する。

そして、事件番号と訴訟事件名は容易に分離することができるものであ

るところ、訴訟事件名を事件番号から分けて開示することは十分可能で

ある。 

  本件においては、事件番号とともに訴訟事件名も非開示としているが、

上記理由により、訴訟事件名については開示すべきである。 

 ⑵ 理由附記の不備について 

条例第１０条第３項は、「全部又は一部を開示しないときは、開示請求者

に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。

この場合においては、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用

する根拠が、当該書面の記載自体から理解されるものとしなければならな

い。」と規定している。とすると、理由附記にあたっては、①開示しない根

拠条文、②当該条文を適用する根拠、を記載する必要がある。 

本件処分においては、公文書一部開示決定通知書において、①非開示条

項、②適用する根拠は示されており、理由附記不備の違法は認められない。 

⑶ 文書の不存在について 

処分庁は、〇〇〇〇弁護士やその所属する法律事務所への郵便に使用し

た郵便切手に係る公文書は、取得・作成していないため、文書不存在とし

て条例第１０条第２項に該当すること、また、特定した文書以外について

対象文書は存在しない旨を説明している。 

当審査会において、処分庁に対して意見聴取とともにインカメラ審理を

行い、郵便に関する文書の不存在、及び審査請求人が主張するその他の文

書について特定した文書以外の文書の存在について確認したところ、処分

庁の説明に不自然な点は、認められなかった。 

⑷ 裁量的開示について  

審査請求人の主張する裁量的開示については、条例に規定を欠くため適

用できない。 

 



６ 

６ 結論 

以上により、審査会は、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

当審査会の処理経過は別紙のとおりである。 
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別紙          審査会の処理経過 

年  月  日 内   容 

令和 元年 ７月 ４日 諮問書の受理 

令和 ６年 ５月 ８日  第１回審査会（諮問の報告）  

令和 ６年 ６月２０日  第２回審査会（審議・意見陳述）  

令和 ６年 ７月２５日  第３回審査会（審議・理由説明） 

令和 ６年 ９月２７日  第４回審査会（審議） 

令和 ６年１０月２３日  第５回審査会（審議） 

 

 


